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【議案補充説明】議案策 91号

1 三蓑県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案について

1 改正理由

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬

機法j という。)等の一部改正により、特定の機能を有する薬局に対する都道府県

による認定制度が設けられたことに伴い、保健所政令市として薬局開設の許可権限

を有する四日市市に対して、地方自治法第252条の 17の2第 1項の規定に基づき、

当該認定制度における事務の一部を移譲するものです。

2 改正内容

薬機法の改正により新たに規定される地域連携薬局及び専門機関連携薬局(以下

「地域連携薬局等j という。)の認定に係る申請書の受理等の事務を四日市市に移

譲します。

(移譲する事務)

・地域連携薬局等の認定申請書及び認定更新申請書の受理並びに知事への送付

.地域連携薬局等の認定証の交付の経由

岡地域連携薬局等の認定証の書換え交付申請書の受理及び知事への送付

.地域連携薬局等の認定証の再交付申請書の受理及び知事への送付

-地域連携薬局等の認定証の返納の属出の受理及び知事への送付

-地域連携薬局等の変更の届出の受理及び知事への送付

※四臼市市が受浬した申請書等は、桑名保健所に送付され、審査 認定が行われます。

3 施行期日

令和3年8月1日(一部公布の日から施行)

---ーーーー白山田目白司---------ー百周ーー白】』色白『悶--司ー---ーーーーーー--四』同町ー----_同ーーー白血司町四ーー---_司ーーー-------一周ー目、

(参考)池方自治法第252条の 17の2第1項

都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、

市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理す

ることとされた事務l立、当該市町村の長が管寝し及び執行するものとする。



【所管事項説明】

1 新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について

1 療養体制の整備

療養体制については、入院医療、宿泊療養、自宅療養を併用しながら、新型コロ

ナウイルス感染症に感染された方が安心して療養できるよう整備に取り紐んでい

ます。

入院医療については、医療機関の協力を得て、現在 435床(うち重症患者用 57

床)を確保しているほか、回復患者の円滑な退院・転院調整や効率的な病床活用を

図るため、関係団体等と連携し、後方支援病院等の確保!こ向けた取組を進め、後方

支援病院 34施設、介護老人保健施設 42施設において、回復患者の受け入れが可能

となっています。

また、宿泊療養については、四日市市に新たに 95室の宿泊療養施設を確保し、

6丹市固から運用を開始しました。これにより、これまで確保・運用している施

設と合わせると 240室となり、軽症・無症状患者の療養体制を充実させています。

さらに、自宅療養については、家族全員が感染した場合など実情に応じた適切な

療養環境を提供する観点から行っており、パルスオキシメーターの貸与や保健所か

らの 1臼2回程度の電話による健康観察、医師・看護邸等の助言を受けることがで

きる相談窓口の設置など、フォローアップ体制を確保しているところです。

2 診療・検査体制の確保

(1)外来診療体制等の整備

外来診療体制については、発熱患者等がかかりつけ医等の身近な医療機関で診

療-検査を受けることができるよう、医師会等と連携し、各地域に診療・検査医療

機関を指定するとともに、県内に 11か所の PCR外来を設置しています。

(2)変異株検査の実施

検査体制については、従来型に比べて感染力が強いとされる変異株が急増してい

る現状をふまえ、積極的疫学調査を実施する中で、対象者を幅広く捉え、検査を実

施しています。

また、変異株に的確に対応するため、県保健環境研究所が陽性を確認した検体会

てに実施している変異株のスクリーニング検査について、 6月 14E3の選以降は、

これまでのアルファ株(英国で最初に検出された変異株)に替えて、より感染力が

強いと懸念されているデルタ株等(インドで最初に検出された変異株)を含む変異

株の検査を実施しています。
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(3 )社会的検査等の実施

ア 社会的検査の実施

高齢者施設および障がい者施設への変異株の持ち込み等によるクラスターの

発生を未然に防ぐため、まん延防止等重点措置区域として5月に適用された 7m-
5町および津市の入所施設の従事者を対象として、社会的検査を 7月末まで実施

します。特に、まん延防止等重点措置の実施期間中においては、検査の頻度を週

1凹として集中的に実施するとともに、その後も予防的な観点から定期的な検査

を実施していきます。

これまでに、対象となる 758施設のうち約7割にあたる 527施設から 21，347

人分の申し込みがあり、 6月 14日時点で、 517施設、のべ 36，291人分の検査を

実施し、 2人の揚性が判明しました。

イ 事業所向け抗原定性検査キットの配備

外国人労働者を雇用する 部の事業所では、社員寮での共同生活や職場との送

迎パス、休憩所等で密集する場面があるなど、構造的に感染につながりやすい環

境が見受けられます。

そのため、より一層日々の健康管理の中で感染者を早期に発見することが必要

であることから、県独自に 1万四分の抗原定性検査キットを確保し、三重労働局

との連携のもと、同局が5月 12日付けで職場における感染症拡大防止を呼びか

けた外国人労働者を雇用する県内事業所に対して、抗原定性検査キットの配備を

進めています。

ウ 医療機関 高齢者施設等向け抗原定性検査キットの配布

藁症化リスクのある方が多数いる場所・集団(医療機関 E 高齢者施設等)にお

ける感染者の早期発見と感染拡大防止のため、厚生労働省が医療機関・高齢者施

設等に対して抗原定性検査キットを配布する取組について、関係施設等に対して

事業の趣旨を周知するとともに、国から施設への配布を円滑に進め、検査実施体

制の充実を図ります。

3 ワクチン接種体制の構築

( 1 )医療従事者等の優先接種について

3月8日から約 150の施設・会場において、多くの医療関係者の皆様のご協力の

下で接穫を進めてきた結果、当初予定されていた方への接種は6月 15日に完了し

ました。なお、特別な事情等により未接種となっている方への接種は引き続き進め

ていきます。
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(2)高齢者を対象とした住民接種について

高齢者の接種については、 7月末までの接種完了をめざし、市町において接種の

前倒しにご努力をいただいているところですが、接種を速やかに進めるため、市町

の要望をふまえ、市町の接種会場において接種に協力していただける医療従事者を

派遣するとともに、集団接種会場を西日市大学(四白市市)、国立大学法人三重大学

(津市)、三重県営サンアリーナ(伊勢市)に開設します。

なお、集団接種会場において必要な医療従事者については、県内の病院、看護師

等学校養成所、三重県看護協会等に協力いただきながら必要な人員を確保します。

(3 )ワクチン接種の促進について

県では、既にコールセンターやポータルサイトを開設し、ワクチンに関する情報

を発信する体制を整備するとともに、専門的相談窓口の設置に取り組むほか、高IJ反

応!こ対応する専門医療機関を4か所指定しています。

また、効果的・効率的なワクチン接種を行うため、「余剰ワクチン発生時の対応j

および「高齢者に次ぐ優先接種の接種対象者の選定j に係る三重県独自の指針を作

成しました。

(4)職域接種について

地域の負担を軽減し、ワクチン接種の加速化を図るため、各市町の接種事業に影

響を与えないという前提の下、企業等における職域単位での接種が進められていま

す。県としても、 6月 10白に相談窓口を開設し、新たに設置した「職域接種支援

プ口ジェクトj において、接種促進に向けた調整等を行います。
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[所管事項説明】

3 r三重県循環器病対策推進計画(仮称)Jの策定について

1 計画策定の経緯

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病!こ係る対策に

関する基本法(以下、 f法j という。)Jが平成 30年に成立、令和元年 12月に施行

されたことに伴い、法に基づ、き令和2年 10月に、国の「循環器病対策推進基本計

¥ 画(以下、「国基本計画Jという。)が策定されました。

法第 11条第1項により、都道府県は国基本計画を基本として、循環器病対策の

推進に関する計図を策定することとされていることから、「三重県循潔器病対策推

進計窟(1，反称)Jの策定を行います。

なお、令和元年の三重県の死亡原因に占める割合をみると、循環器病は 22.9出(脳
血管疾患 7.9%、心疾患 15.0%)と、がんの 25.3%1二次ぐ死亡原因であるとともに、

介護が必要となる主要な疾患であることに鑑み、これまで医療計画において取り組

んできた脳卒中と心筋梗塞等の心血管疾患の対策を含めた総合的な計画として本

計闘を策定します。

2 計画策定の基本方針

循環器病は、県民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であるとともに、社会

全体に大きな影響を与える疾患です。こうした現状に鑑み、誰もがより長く元気に

活躍できるよう、健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽

減に資するため、保健、医療及び福祉に係る継ぎ目のないサービス提供体制の構築

を進めます。

全体自標としては、「循環器病の予防や正しい知識の普及啓発j、「保健、医療及

び福祉に係るサービス提供体制の充実j及び f循環器病対策を推進するための基盤

整備」の3施策を展開することにより「健康寿命の延伸j及び「循環器病に係る年

齢調整死亡率の減少j をめざします。

3 計画期間

令和6年度からの新たな医療計画等との調和を図ることができるよう、令和4年

度から令和5年度までの2年簡を計画期間とします。

4 策定の進め方

これまで、脳卒中と心筋梗塞等の心血管疾患の対策については、脳卒中医療福祉

連携懇話会、問懇話会リハピリ部会及び心、筋梗塞等対策懇話会を中心に審議を重ね

てきたところですが、今回の計画を策定するにあたり、循環器病対策に関わるさま

ざまな関係者の意見を反映した実効性のある計画とするため、既存の懇話会等を再

編して、循環器病患者を代表する者、救急業務従事者、循環器病に係る保健・医療・

福祉業務従事者及び学識経験者で構成する「三重県循環器病対策推進協議会j及び
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関連部会(脳血管疾患対策部会、心疾患対策部会、社会連携・ 1)ハどリ部会)を設

置し、 6月 1981こ第 1回の協議会を開催したところです。また、協議会と部会の

運営上の工夫として、 3部会の長による内容調整の場を随時設ける予定です。

5 計画策定において留意する点

これまで本県で取り組んできた、県民自ら取り組む健康づくりや企業の健康経営

推進の取組、がん対策の中で培ってきた検診受診率向上の取組とも十分に連動しな

がら、発症予防に注力した内容とします。

また、社会連携・リハビ 1)部会という他県にはない切り口での部会を設け、保健、

医療及び福祉に係るサービス提供体制を総合的かつ計商的に構築するための議論

を進めていきます。

6 計画骨子案

別紙のとおり

7 今後の予定

令和 3 年 6 月下旬~7 月上旬 各部会(第 1IBJ) 

(骨子を基に中間案に記載すべき内容を検誌)

8 月上旬~8 月下旬 各部会(第2回)(中間案)

9 月上旬~9 月中旬 第2回三霊泉循環器病対策推進協議会(中間案)

10月 11日 医療保健こども福祉病院常任委員会(中間業)

10 月中旬~11 月中旬パブリックコメントの実施

令和4年 1月 各部会(第3回)(最終案)

3月 医療保健こども福祉病院常任委員会(最終案)

第3回三重巣循環器病対策推進協議会(最終案)
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「三重県循環器病対策推進計画(仮称)J骨子案

第 1章計画 の趣旨

1 策定の趣旨

2 計画の佼置づけ

3 計画期間

第 2章本県 の現状

1 循環器病を取り巻く状況について

2 医療圏域の設定と連携体制について

第3章基本 方針

1 基本方針

2 全体目標

第ヰ章各施策における個別課題と取組

1 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

2 保健、医療及び福祉に係るサーピスの提供体制の充実

( 1 )救急搬送体制の整備

(2)循環器病に係る急性期医療提供体制の構築

(3) リハビリテーション等の取紹の充実

(4)社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援

(5)循環器病に関する適切な情報提供・相談支援

(6 )循環器病の緩和ケアの充実

(7)循環器病の後遺症を有する者に対する支援

(8)治療と仕事の両立支援・就労支援

(9)小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策

3 循環器病対策を推進するための基盤整備

( 1 )循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備

(2)循環器病に係る研究成果の活用

第5章 三重県循環器病対策推進計商(仮称)の推進体制

1 さまざまな主体で取り組む循環器病対策

2 三重県循環器病対策推進計画(仮称)の進行管理
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【所管事項説明】

4 地方独立行政法人三重県立総合医療センター中期目標(案)について

1 中期目標策定の趣旨

平成24年に地方独立行政法人となった三重県立総合医療センター(以下、「法人j

という。)は、地方独立行政法人法第 25条に基づき県が策定した中期目標の達成に

向けさまざまな取組を行っており、その取組実績について、地方独立行政法人三重

県立総合医療センター評価委員会(以下、「評価委員会j という。)の評価を受けて

います。

現行の中期目標は令和3年度末をもって期間を終了することから、次期(第三期)

中期医襟の策定作業を進めています。

また、県が中期毘標を策定した後、法人は中期計画を策定することとなり、それ

を知事が認可します。

なお、中期目標及び中期計画については、議会の議決が必要となっています。

(今後の予定)

令和3年5月 13白 色第1回評価委員会(中期目標(案))

7Jl 第2回評価委員会(中期目標(案))

7 月 ~8 月 パブリツクコメントの実施

8月 第3回評価委員会(中期目標(業))

9月8日 中期白擦を議案として提出 b

10月 11日 量獲量盤王主主重宝!);病院常任委員会(議案審議)

10月 議決後、中期目標を法人に指示

11月 第4回評価委員会(中期計画(案))

12月98 医療保健子ども福祉病焼常任委員会(中期計旺i墨21
令和4年1月 第5回評価委員会(中期計画(案))

2月 中期計画を議案として提出

3月 医療保健子ども福祉病院常任委員会(議案審議j

3月 議決後、中期計画を知事が認可

2 第三期中期目標(案)について

評価委員会や法人から聴取した意見を反映し、別冊2のとおり第三期中期目標

(案)を策定じました。

今後、より効果的な目標設定となるよう、引き続き評価委員会やパブリックコメ

ントでの意見聴取を実施し、その内容をふまえながら、最終案の策定作業を進めて

いきます。

( 1 )目標の期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで (5年間)

n
x
u
 



(2 )目標策定の基本的な考え方

第三期中期包標の策定にあたっては、第二期中期目標期間中の評価委員会によ

る「業務実績に関する評価結果Jから明らかになった課題等をふまえるとともに、

急速に変化している医療環境などを念頭に、第三期中期目標期間中に重点的に取

り紐むべき事項を反挟するものとします。

( 3 )目標策定の主な視点

①感染症対策の推進<【別冊2】P3.第2.1 (1)エ、 P4.第2.2(2)>

新型コロナウイルス流行時の経験をふまえ、新たな感染症が発生した際、県

内の中核的医療機関として率先した対応を行い、関係機関と連携協力しなが

ら、農民に対して安全かつ安心な医療の提供ができる体制を堅持する。

②地域包括ケアシステムの取組<【別冊2]P 1前文、 P4.第2.3(1)>

「地域包括ケアシステムの構築j から「地域包括ケアシステムの推進・深化」

という段階に発展を図る。

退院患者の在宅医療への移行にあたっては、地域の介護・福祉サービスとの連

携による支援にも配慮し、医療・介護・福祉が切れ目なく提供できるよう努める。

③医療安全対策の徹底<【別冊2】P3.第2.1 (2) > 

ヒヤリ・ハット事例や医療事故に関する情報収集・分析を行い、検証結果を職

員に周知するなど、医療事故の未然防止や再発防止に徹底的に取り紹む。

④デジタル技術の活用<【別冊t2]P6.第3.2>

ICTなどのデジタル技術の積極的な導入を検討し、地域の病院との情報連携

の強化や医療の質の向上などを図る。

⑤働き方改革への対応<[別冊2]P 5，第2.4(1)、P6第3.4>

働き方改革に応じて、時間外労働の短縮やタスクシフテイングの推進、多様な

勤務形態の導入などにより、勤務環境を向上し、職員満足度の向上を函る。

⑥コンブライアンス遵守の徹底<【別冊2】P7第5.3>

コンブライアンス遵守のための院内教育や研修等を積極的に行い、関係学会の

示すガイドラインや診療報酬制度を正しく理解することにより、医療倫理を堅持

する。

⑦適切な施設管理<[別冊2]P 1前文、 P7第4>

開院から 25年以上経過していることから、施設の長寿命化に向けた取総の推

進や大規模災害への備えの観点から、適切な施設管理を行う。

③その他<【別冊2]P 6第3.7、P7.第4>

・診療報酬制度への適正な対応、未収金対策の徹底などによる費用の削減

経常収支の均衡

】 9-



[所管事項説明]

5 各種審議会等の審議状況の報告について

(令和3年2月17日~令和3年6月1日)

(医療保健部)

1審議会等の名称 三重県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会

2 開催年月日 令和3年2月17日

会長 馬問 晋

3委員 副会長羽根奇人

委員 明 石 典男他12名

4諮問事項
みえ高齢者元気・かがやきプフン(第B期介護保険事業支援計画・第9次

=重県高齢者福祉計画)の最終案について

5調査審議結果
みえ高齢者元気 かがやきプラン(第B期介護保険事業支援計画・第9次

三重県高齢者福祉計画)の最終案について説明し、協議を行った。

6 備考

1審議会等の名称 ニ重県在宅医療推進懇話会

2 開催年月日 令和3年2月178

3 委員
座長志田幸雄

委員伊藤卓也他15名

第7次ニ重県医療計箇中間評価報告書(最終案)について

4諮問事項
2 本県における新型コロナウイルス感染症のクラスヲ一発生状況等につ

いて

3 在宅医療・介護連携の今後の方向性と市町における取組状況について

第7次二重県医療計画中間評価報告書言(最終案)について説明し、協

議を行った。

2 本県における新型コロナウイルス感染症のクラス合一発生状況等につ
5調査審議結果

いて報告し、協議を行った。

3 在宅医療 介護連携の今後の方向性と市町における取組状況について

報告し、協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 二重県医療審議会医療法人部会

2 開催年月日 令和 3年2月18日

3 委員 部会長二井 栄

委員駒田美弘他4名

4諮問事項 医療法人設立等について

5調査審議結果 申請のあった医療法人の設立等について、会て承認された。

6備考

ー10



1審議会等の名称 二重県小児医療懇話会

2 開催年月 B 令和3年2月19日

3委員
座長平山雅浩

委員野村豊樹他8名

4諮問事項
第7次三重県医療計画における小児救急を含む小児医療対策の中間見護し

について

5調査審議結果
第7次三重県医療計画における小児救急を含む小児医療対策の中間見直し

について概要を説明し、協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 =重県医療審議会災害医療対策部会

2 開催年月日 令和3年2月19日

3委員 部会長伊佐地秀笥

委員橋上裕他13名

4 諮問事項 第7次=重県医療計画における災害医療対策の中間見直しについて

5調査審議結果 第7次三重県医療計画における災害医療対策の中間見直しについて書面に

より協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 三重県精神保健福祉審議会アルコール健康障害対策推進部会

2 開催年月日 令和 3年 2月19日

3 委員
会長竹井譲之

委 員 猪 野 直朗他11名

二葉県アルコール健康湾害対策推進計画進捗状況の報告について

4 諮筒事項 2 令和3年度アルコール健康障害対策推進計画に基づくスケジュール案

について
j 

5調査審議結果 各事項について、書面会議を開催し、承認を得た。

6備考

1審議会等の名称 三重県医療審議会周産期医療部会

2 開催年月日 令和3年 2Fl22日

3委員
部会長池回智明

委員二井 栄 他15名

4諮問事項 第7次ニ葉県医療計画における周産期医療対策の中間見直しについて

5調査審議結果
第7次二重県医療計画における周産期医療対策の中間見直しについて概要

を説明し、協議を行った。

6備考

1
 

1
 



1審議会等の名称 三重察認知症施策推進会議

2 開催年月日 令和3年2月22日

3 委員 委員馬阿 晋他14名

みえ高齢者元気 かがやきプフンにおける認知症施策(県の取組)に

4諮問事項
係る記載内容(最終案)について

2 本県における新製コロナウイルス感染症のクラス宇一発生状況等につ

いて

みえ高齢者冗気回かがやきプフンにおける認知症施策(県の取組)に

5調査審議結果
係る記載内容(最終案}について報告し、協議を行った。

2 本県における新型コロナウイルス感染症のクラス告 発生状況等につ

いて報告し、協議を行った。

1
6備考

1審議会等の名称 二重県公衆衛生審議会ニ重県介護予防市町支援委員会

2 凋催年月日 令和3年2月22臼

部会長馬問 晋 r 

3 委員 副部会長伊藤法彦

委員谷 長澄他9名

みえ筒齢者元気・かがやきプフンにおける介護予防施策(県の取組)

4諮問事項
に係る記載内容(案)について

2 保険者機能強化推進交付金等(県分及び市町分)の状況について

3 新型コロナウイルス感染症対応について

みえ高齢者元気 かがやきプランにおける介護予防施策(県の取組)

に係る記載内容(案)について報告し、協議を行った。

5調査審議結果 2 保検者機能強化推進交付金等(県分及び市町分)の状況について報告

し、協議を行った。

3 新型コロナウイルス感染症対応について報告し、協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 第3次二重県動物愛護管理推進計画検討会

2 開催年月日 令和3年2月24日

3 委員
座長林 室男

委員永田克行他B名

4諮問事項 第3次ニ重県動物愛護管理推進計画の策定について

令和2年4月に改正された園の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合

5調査審議結果 的に推進するための基本約な指針j の内容をふまえ、第3次推進計画の最終

案の策定に向けて協議を行った。

6備考
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1審議会等の名称 二重県医療審議会救急医療部会

2 開催年月尽 令和3年2月26臼

3 委員
部会長橋上 裕

委員自中孝 幸他9名

4諮問事項 第 7次=重県医療計画における救急医療対策の中間見直しについて

5調査審議結果
第7次三重県医療計画における救急医療対策の中間見直しについて概要を

説明し、協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 三重県公衆衛生審議会感染症部会

2 開催年月白 令和3年2月26白¥

3 委員
部会長菅 秀

委員橋上 裕{也5名

4諮問事項 第7次三E重県医療計画(中潤評価)について

5調査審議結果
第 7次三重県l2S療計画(中筒評価)感染症対策関係最終案について書面に

より協議を行った。

6備考

1審議会等の名称 ニ葉県公衆衛生審議会予防接種部会

2 開催年月日 令手口 3年2月26臼

3 委員
部会長駒田幹彦

委員矢倉政異IJ 他7名

4 諮問事項
予防接種の実施状況等について

2 令和3年度予防接種センヲ一事業の委託先選定について

5調査審議結果
予妨接種の実施状況報告及び予防接種セン合一活動報告、予防接種セン亨

一事業の委託先選定について書面により協議を行った。

6 備考

1審議会等の名称 ニ重県新型コロナウイルス感染症対策協議会

2 開催年月 B 令和3年3月2日

3 委員
議長潟岡 晋

委員中村康一他13名

4諮問事項 入院 宿泊療養・自宅療養の方針について他

5調査審議結果
新型コ口ナウイルス感染症への対応について、対策協議会にて報告及び取

りまとめを行った。

6備考

内
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1 審議会等の名称 =重県脳卒中医療福祉連携懇話会

2開催年月日 令平日 3年3月4日

3 委員
座長新保秀人

委員井阪直樹他10名

4諮問事項 第7次二重県医療計画中間評価報告書(最終案)について

5調査審議結果 書面会議を開催し、協議事項について家認を得た。

6備考

1審議会等の名称 三重県心筋梗塞等対策懇話会

2開催年月日 令和3年3月5日

3 委員
座長富本秀和

委員家田俊明他12名

4諮問事項 第7次三重県医療計画中間評価報告書(最終案)について

5調査審議結果 害菌会議を開催し、協議事項について承認を得た。

6備考

1審議会等の名称 三重県准看護師試験委員会

2開催年月日 令和3年3月8臼

3 委員 委員長 他6名(合否判定に関わるため、委員氏名は非公開)

4諮問事項
准看護師試験の不適切問題の確認と合格基準の審議を行い、合格者を決定

した。

5調査審議結果
不適切問題3潤については全員正解とし、受験者194名のうち合格者193名

を決定した。

6備考

1審議会等の名称 =重県地域医療対策協議会

2開催年月日 令和3年3月15臼

会長駒国美弘

3 委員 副会長竹田 寛

委員伊佐地秀弓他24名

医学部定員 地域枠制度について

4諮問事項
2 臨床研修募集定員について

3 第7次三重県医療計画の中間見直し(へき地医療対策)について

4 地域枠医飾等のキャリア支援(派遣調整)について

臨床研修募集定員、第7次ニ重県医療計画の中間見直し(へき地医療対策)、

5調査審議結果 地域枠医師等のキャリア支援(派遣調整)について、説明を行い、承認を得

た。

6備考
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1審議会等の名称 三重県地域医療介護総合確保懇話会

2 開催斧月日 令和3年3月16日

3 委員
座長駒田美弘

委員伊佐地秀司他14名

4諮問事項 地域医療介護総合確保基金に係る2021 (令和 3)年度事業案について

5調査審議結果
地域医療介護総合確保慕金に係る2021 (令和 3)年度事業業について説明

し、意見交換を行った。

6 備考

1 審議会等の名称 ニ重県介護保険審査会

2 開催年月白 令和 3年3月16日

会長志由幸 雄

3 委員 会長代行森 一葱

委員高宮友子他4名

4 ~書問事項 介護保険法に規定する審査請求について

5調査審議結果 介護保!険料額決定処分について審議を行った。

6 備考

1 審議会等の名称 三重県医療審議会

2 開催年月日 令和3年3月22回

3 委員
会長駒田美弘

委員大杉和司、他10名

第7次二重県医療計画の中潤晃直し(最終案)について
4諮問事項

2 各部会の報告

5調査審議結果
第7次ニ重県医療計@jの中間見直し(最終案)について協議を行った。

2 令和2年度における各部会の開催実績等の報告を行った。

1
6 備考

1 審議会等の名称 二重県公衆衛生審議会
、

2 開催年月日 令和3年3月23日

3 委員
会長箪鳥 茂

委員赤坂知之他15名

ニ重の健康づくり基本計画の評価指襟の状況について

2 本年度の取組及び次年度の取組計画について

4諮問事項 3 三重の健康づくり基本計画(へルシービープルみえ 21 )及び歯と口

腔の健康づくり基本計湿の終期及び次期計画について

4 各部会報告

5調査審議結果 上記の事項について報告を行うとともに、意見交換を行った。

6 備考
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1審議会等の名称 二重県看護職員確保対策検討会

2開催年月日 令和3年3月26日

3 委員
会長堀 浩樹

委員小西 ↑専他13名

4諮問事項
三重県看護職員確保対策検討会報告書の作成について

2 令和3年度看護職員確保対策事業について

5調査審議結果
ニ重県看護職員確保対策検討会報告書、令和3年度看護職員確保対策事業

について、協議を行った。

6 i帽考

1審議会等の名称 ニ重県新型コロナウイルス感染症対策協議会

2 開催年月日 令和3年4月30臼

3 委員
議長罵岡 晋

委員中村康 一他14名

4諮問事項 新型コ口ナウイルス感染症患者の医療提供体制について他

5調査審議結果
新型コロナウイルス感染症への対応について、対策協議会にて報告及び取

りまとめをfrった。

6備考

1審議会等の名称 地方独立行政法人二重県立総合医療センヲー評価委員会

2開催年月日 令和3年5月13日

3 委員
委員長駒田美弘

委員谷ノ上千賀子他3名

委員長の選出について

2 地方独立行政法人三重県立総合医療センヲ一役員報酬規程の改正につ

いて

4諮問事項
3 地方独立行政法人三重県立総合医療センヲーの中期目標期間の終了時

に見込まれる中期目標期間における業務の実績に関する評価(見込評価)

の方法について

4 地方独立行政法人三重県立総合医療センヲーの第三期中期目標につい

て

5調査審議結果
1~3 それぞれの議事について、事務局案が全会一致で承認された。

4 各委員から意見徴収を行った。第2回白委員会にて継続審議を行う。

6備考
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1 審議会等の名称 二重県循環器病対策推進協議会

2開催年月日 令和 3年5月19日

会長伊藤正明

3 委員 部会長竹田 寛

委員今井 寛 他17名

三重県循環器病対策推進協議会の概要と部会の設置及び部会長の指名

4諮問事項
等について

2 循環器病の現状について

、内コ 三重県循環器病対策推進計画(仮称)の骨子案について

5 調査審議結果 各事項について、説明を行ったうえで審議を行った。

6備考
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